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日時  令和５年５月３１日 午前１０時４５分～ 

場所  四日市市役所 ９階 教育委員会室
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○議 案 

 

議案第２３号 四日市市いじめ問題対策調査委員会委員の委嘱について 

  ······················································· P 3／6 
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議案第２３号 

四日市市いじめ問題対策調査委員会委員の委嘱について 

四日市市いじめ問題対策連絡協議会及び四日市市いじめ問題対策調査委員会条例

（平成２６年四日市市条例第２４号）第１０条の規定に基づき、次の４名をいじめ問

題対策調査委員会委員に委嘱する。 

令和５年５月３１日提出 

四日市市教育長  廣 瀬 琢 也 

 

早 川 武 彦 

橋 本 景 子 

鈴 木 康 太 

 東  幸 太 郎 

 

（発令者） 四日市市教育委員会 

（任 期） 令和５年６月１日から令和８年５月３１日まで 
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＜議案参考資料＞

四日市市いじめ問題対策調査委員会

根拠法令：いじめ防止対策推進法

任　　期：下記のとおり

定　　数：５名以内

No. 氏　名 役職・団体名等 任　期 備　考

1 早 川　武 彦
（福祉・学識経験者）
 元家庭裁判所調査官

令和5年6月1日～
令和8年5月31日

再任

2 橋 本　景 子
（心理・臨床心理士）
 学校法人高田学苑　高田短期大学特任准教授

令和5年6月1日～
令和8年5月31日

再任

3 鈴 木　康 太
（医療・精神科医）

  総合心療センターひなが 診療部長
令和5年6月1日～
令和8年5月31日

再任

4 東 　幸 太 郎
（法律・弁護士）
 四日市中央法律事務所

令和5年6月1日～
令和8年5月31日

新任

　　　　　四日市市いじめ問題対策連絡協議会及び四日市市いじめ問題対策調査委員会条例
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＜議案参考資料＞ 

四日市市いじめ問題対策調査委員会 

活動内容 

・いじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者が、教育委員会の諮

問に応じ、 いじめの防止等のための対策に関することや、いじめ防止

対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

を行う。 

調査事項 

・本市におけるいじめ発生状況およびいじめ防止対策について 

・市内いじめ事案について 

開催頻度 年間２回実施 
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○ い じ め 防 止 対 策 推 進 法 （ 抜 粋 ）  

（ い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 ）  

第 14 条  地 方 公 共 団 体 は 、 い じ め の 防 止 等 に 関 係 す る 機 関 及 び 団 体 の 連

携 を 図 る た め 、条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 、学 校 、教 育 委 員 会 、児 童 相

談 所 、法 務 局 又 は 地 方 法 務 局 、都 道 府 県 警 察 そ の 他 の 関 係 者 に よ り 構 成

さ れ る い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２  都 道 府 県 は 、前 項 の い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 を 置 い た 場 合 に は 、当

該 い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 に お け る い じ め の 防 止 等 に 関 係 す る 機 関

及 び 団 体 の 連 携 が 当 該 都 道 府 県 の 区 域 内 の 市 町 村 が 設 置 す る 学 校 に お

け る い じ め の 防 止 等 に 活 用 さ れ る よ う 、当 該 い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会

と 当 該 市 町 村 の 教 育 委 員 会 と の 連 携 を 図 る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る

も の と す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 を 踏 ま え 、教 育 委 員 会 と い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 と の

円 滑 な 連 携 の 下 に 、地 方 い じ め 防 止 基 本 方 針 に 基 づ く 地 域 に お け る い じ

め の 防 止 等 の た め の 対 策 を 実 効 的 に 行 う よ う に す る た め 必 要 が あ る と

き は 、教 育 委 員 会 に 附 属 機 関 と し て 必 要 な 組 織 を 置 く こ と が で き る も の

と す る 。  

 

 

○ 四 日 市 市 い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 及 び 四 日 市 市 い じ め 問 題 対 策 調 査

委 員 会 条 例 （ 抜 粋 ）  

（ 設 置 ）  

第 ８ 条  法 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 四 日 市 市 い じ め 問 題 対 策 調

査 委 員 会 （ 以 下 「 対 策 調 査 委 員 会 」 と い う 。  ） を 置 く 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ９ 条  対 策 調 査 委 員 会 は 、教 育 委 員 会 の 諮 問 に 応 じ 、次 に 掲 げ る 事 項

を 調 査 す る 。  

(1)  い じ め の 防 止 等 の た め の 対 策 に 関 す る こ と 。  

(2)  法 第 28 条 第 １ 項 に 規 定 す る 重 大 事 態 に 係 る 事 実 関 係  

（ 組 織 ）  

第 10 条  対 策 調 査 委 員 会 は 、 ５ 人 以 内 の 委 員 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、い じ め の 防 止 等 に 関 し 必 要 な 学 識 経 験 を 有 す る 者 の う ち か

ら 、 教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。  

３  委 員 の 任 期 は ３ 年 と す る 。た だ し 、委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠

の 委 員 の 任 期 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

４  委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

５  委 員 は 、職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。そ の 職 を 退 い

た 後 も 同 様 と す る 。  
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